
市民協働による住民自治検討委員会
第１回　資料

令和７年２月１８日

地域づくり部　地域文化課



1. 市民協働による住民自治検討委員会の設置目的

2. 地域づくりにおける現状と課題の共有

3. 意見交換
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【目的】　人口減少時代に対応した市民協働による住民自治の方針案の作成
　　　　　 方針＝大野市全体の住民自治の進め方の方針

第1回協議内容

　地域づくりの現状と課題の共有、現状と課題に対する意見交換

第2回協議内容

　意見交換を踏まえた市民協働による住民自治の対応策の検討

第3回協議内容

　意見交換を踏まえた市民協働による住民自治の進め方の方針の検討

第4回協議内容

　市民協働による住民自治の進め方の方針案の決定

市民検討委員会の方針案を受け、市内部で方針の決定　⇒　委員へ方針の報告

講演会（各区長、各団体関係者向け）　⇒　地区別に方針の説明

１．市民協働による住民自治検討委員会の設置目的

【流れ】　 令和６年度

令和７年度
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① 第六次大野市総合計画における地域づくりの現状と課題

② 地域づくりの目的と担い手

③ 地域の声と住民自治

④ 市民協働

⑤ 各地区の取組状況

⑥ 大野市の人口の推移と今後の見通し

２．地域づくりにおける現状と課題の共有
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分野 現状 課題

地域づくり

「みんなでつながり
地域が生き生きと
輝くまち」

市内各地区で、住民主体の地域運営や地域づくり
活動が行われており、地域の課題解決に向けた新
たな取り組みが見られます。

生活様式と価値観の多様化などにより、地域の連
帯感が希薄になってきており、自治会などの活動に
参加する人が減っています。

自治会や団体においては、担い手の減少や高齢化
などにより活動力が低下し、存続そのものが危ぶま
れています。

地域の活性化や課題解決、住民同士の世代を超え
た交流を進める事業に支援しています。

高齢者を地域で支える仕組みをつくるため、生活支
援体制整備事業が進められています。

人口減少や少子化・高齢化により、社会奉仕作業
や伝統行事などの地域活動の継続が困難な自治
会が増加しているため、地域の活動や仕組みを検
討する必要があります。

人や地域のつながりを大切にしながら、地域の関
係団体との協働により、若者や女性など多様な人
材を確保し、活力ある地域を次世代につなげてい
く必要があります。

地域ぐるみの活動や世代間交流を促し、地域全
体で子どもを育てる活動や高齢者の見守り活動
を進める必要があります。

公民館は、社会教育施設としてだけでなく、地域
の課題解決に向けた拠点としての機能が必要で
す。

行財政経営

「結のまちを持続的
に支える自治体経
営」

少子化・高齢化や核家族化の進行、生活スタイルや
価値観の多様化などにより、地域の連帯感が薄れて
きており、地域の課題を地域で解決する力が低下し
てきています。

多様化している市民ニーズに応えていくためには、
多様な主体が深く連携して相互の力を発揮し、相
乗効果が生まれる仕組みづくりが必要です。

市民自らが地域の実情や課題を認識し、これから
の地域の在り方について主体的に議論する場が
不足していることや、活動する市民を掘り起こす
ことが課題です。

２－①　第六次大野市総合計画　前期基本計画　における地域づくりの現状と課題

将来像「人がつながり地域がつながる　住み続けたい結のまち」
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２－②　地域づくりの目的と担い手

例）区長会
　　まちづくり団体
　　福祉団体
　　スポーツ団体

【地域づくりの活動】

後継者確保

地域史学習

除雪

育成会事業

健康づくり

高齢者世帯の見守り

買い物支援

防災・防犯・消防

伝統文化継承
農業、鳥獣害

人材育成 空き家対策

環境保全

ラジオ体操

河川・用水路管理集会所管理

高齢者サロン

草刈り
防犯灯管理まつりの実施

【地域】

自治会
↓
地区
↓
市

個人 団体 企業
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 区長をはじめとした役員や委員の担い手が不足
し、人選に苦慮している

 行政連絡事務嘱託員の業務の負担を軽減して
欲しい

区長さんの負担が重くなっている！

市から各行政区に選出をお願いしている委員を廃止した（行政からの負担を軽減）

　→市から依頼していた「リサイクル推進員」や「保健推進員」などを廃止した。

２－③　地域の声と住民自治

区長連合会や各地区「市長と語る会」での声
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地域の方や団体活動をしている方から聞かれる声

 空き地や空き家、耕作放棄地が増えた

自治会の行事やイベント、清掃などの共同作業が続けられない

団体のメンバーに後継者が入ってこない

 このまま集落を存続していけるのだろうか

行事と会議がいっぱいあって大変だ

いろいろな役職を任せられてしまう

いつまで活動を続けられるだろうか

【集落機能の維持】

【団体活動の維持】

住民自治の部分での不安の声が聞かれる　→　10年後も同じやり方でやっていけるのか？

区長連合会や各地区に、地域の課題に対して話し合いを呼びかけ
区長連合会：先進地視察で事例を研修（小規模多機能自治、地域運営組織）

大野地区：地域課題解決検討会が発足（地区別座談会）、阪谷地区：阪谷の今を考える座談会、
下庄地区：団体連絡協議会会議に若者グループが参加、上庄地区：中学校統合に合わせて地域の課題を検討、
和泉地区：区長会と自治会の合同会議を開催

２－③　地域の声と住民自治
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例）自治会（町内会・集落・行政区）
　　　ご近所に住む人たちが自主的に運営している住民のみなさんに一番身近な自治組織

地域活動の基本となる「住民自治」とは

「自分たちの意思と責任に基づき考え、実行すること」

自分たちの居住する地域社会のあり方を、自分たちの意思に基づいて決定し、

自分たちの暮らしや安全を互いの支え合いによって維持向上していく取り組み

○大野市行政連絡事務委嘱に関する規則（昭和40年4月1日規則第6号）

第2条　市長は、区長（住民自治組織の長をいう。以下同じ。)に対して、当該区に係る行政連絡事務を委嘱する。

ただし、市長が　必要と認めるときは、区長以外の者に対してこれを委嘱することができる。

第3条　市長が区長に委嘱する行政連絡事務は、おおむね次に掲げるものとする。

(1)　住民の異動連絡及び住民基本台帳実態調査に関すること。

(2)　広報物等の配布及び回覧その他行政に関する周知事項の伝達に関すること。

(3)　各種調査及び報告に関すること。

(4)　市の各種連絡事務の処理に関すること。

(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

２－③　地域の声と住民自治
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少子化や高齢化、市民ニーズの多様化

これまでどおりの行政サービスを提供することが困難

市民協働の概念

団体と市が自分たちの知恵と工夫で
住みよいまちをつくるという目的を共有し、

互いの立場や特性を生かしながら、協力して取り組むこと

Ａ

背景

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ世代間交流事業自治会活動 木瓜川ダックレース

公民館が事務局を務める団体が主催

公園草刈り 橋梁の長寿命化など

景観形成のための花壇の管理 伝統継承のためのしめ縄づくり 自治会へ公園の草刈りを委託 管理する橋梁の予防的な修繕

協働の領域

２ー④　市民協働

（平成２４年３月策定）
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①大野地区における取り組み
令和３年度
〇大野地区地域課題解決検討会を設立
　→地域住民の協働により、大野地区の地域課題を把握し、解決に向けた取組を進めることを目的に設立した。

令和４年度
〇フォーラム
→講師を招いて話を聞くことで、地域の課題解決に向けた機運醸成につなげた。
〇アンケート
→区長や各種団体に対してアンケートを行うことで実態を調査した。
〇まちウォーク
→大野地区内を３つの小学校区に分けて、実際に歩き、地区の実態を把握した。

令和５年度
〇中学生以上の全住民を対象としたアンケート

〇フォーラム、パネルディスカッション

令和６年度
○地区別の座談会
　・第１～第６地区ごとに各３回開催。
　・話し合った内容は館報などで共有。

令和５年度報告書＜抜粋＞

２－⑤　各地区の取組状況
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②阪谷地区における取り組み

〇「さかだに瓦版」の作成と発行
→阪谷地区の人口や世帯数といった様々なデータをまとめ、
　地区の現状を把握するため、３回発行した。

〇「阪谷の今を考える座談会」の開催
→　これまでに１０回開催し、「公共交通」や「移住しやすい環境」などについて、
　　実際に住民が地域の課題について話し合っている。

「さかだに瓦版」の情報
↓

「座談会」の情報
↓

７

２－⑤　各地区の取組状況
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空き家
対策

独自で空き家バンク制度を創出し、
安心して移住できる体制を作る。

「空き家バンク」の情報
↓

２－⑤　各地区の取組状況

コンビニ
誘致

買い物できる場所を作るため、コンビニ誘致に

取り組んだ。
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全地区（公民館ごと）において、高齢者が安心して生きがいを持って暮らせるよう支援するため、
住民によるお互い様の助け合い・支え合いの活動を考える「第２層協議体」での取り組みがスタート!

生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
提
供

居
場
所
の
提
供

阪谷
地区

乾側
地区

小山
地区

モデル地区において高齢者が外出するためのサービスの提供（移動支援）に取り組んでいく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年１月スタート）

集落単位での居場所づくり「の～んびりこびり」を開催し、住民の交流の場を創出。

困りごとのニーズに対応するため掃除や買い物などを支援。

大門区の活動の様子 上丁区の活動の様子

移
動
支
援

２－⑤　各地区の取組状況
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    ウェルビーイング・シェアリングエコノミー・ジェンダーギャップの緩和

人
口

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
指
標

個人や社会のよい状態、心身ともに満たされた状態を指す言葉。

　市民の幸福度や暮らしの満足度をはかるものさしとして組み入れ、

住み続けたいまち、イキイキと暮らせるまちづくりの進捗を把握し、

施策の改善や新たな施策の展開につなげていく。

ウェルビーイング

個人や企業などが持つモノや場所、スキルなどの資源を、必要な人に提供したり、

共有したりする新しい経済の仕組み。

　住民による共助型の移動支援、家庭で余っている食品を寄附し食品ロスを削減する

フードドライブの取り組み、副業の推進などが挙げられる。

　人口が減少する中、限られた資源を有効に活用するとともに、資源の共有や助け合い

を通じた人と人との関わりを創出し、持続可能なまちづくりにつなげていく。

シェアリングエコノミー

男女の性別によって生じる格差を無くしていくこと。

　性別による格差や無意識の思い込みなどは、地方から

女性や若者が流出する要因の一つとして挙げられている。

　地域全体でこれらの緩和に努め、女性や若者の流出抑

制を図るとともに、女性や若者をはじめ、誰もがもっとイ

キイキと暮らすことができるまちづくりにつなげていく。

ジェンダーギャップの緩和

長期的な国際目標として国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）。

　総合計画に掲げる施策とSDGsの目標を関連付け、多様な主体が連携

して施策を展開することでSDGsを推進し、持続可能なまちを目指す。

SDGs(持続可能な開発目標 )の推進

ウェルビーイング
指標の結果・値など

施策
ＰＤＣＡ
サイクル
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２－⑥　大野市の人口の推移と今後の見通し

これからの２０年、どのように変化していくのか

人　口

後期高齢者の割合増

働き盛り世代の減少

市　民
ニーズ

多種多様化

自治

活動

担い手不足

負担感増

変化にどのように備えていくか
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３．意見交換

【テーマ】
自治会と地区や団体の活動において、
日頃感じていること（困っていることや不安に感じて
いることなど）
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